
白色申告をしている米生産者の皆様へ

白色申告書を利⽤して
水稲共済の全相殺方式に
加⼊できるようになりました︕
⽶の乾燥調製を、全量、ＪＡなど他の⽅に依頼している⽅だけでなく、
ご⾃⾝で乾燥調製を⾏っている方も全相殺方式に加⼊できることになります。
ご⾃⾝で乾燥調製を⾏っている⽅が、全相殺⽅式に加⼊するには、
税務申告⽤書類の提出が必要です。（詳しくは裏⾯以降へ）

⻘⾊申告の⽅は
収⼊保険への加⼊が

おススメ︕

○半相殺方式より補償が手厚く、損害査定が
明確です︕

○ほ場ごとの補償にも対応できます︕

○補償割合を低くすることなどにより
掛⾦負担を抑えて加⼊することもできます︕

全相殺方式では

・１割超の減収から⽀払われ、最⾼で平年収量の
９割まで補償されます。

・損害査定は、損害評価員による現地評価ではなく、
出荷資料やご⾃⾝が記帳した帳簿の収穫量により
⾏うため明確です。

・わずかな掛⾦負担で、ほ場ごとに⼤きな被害（半損以上の
被害）があった場合に個別に補償する特約を付けられます。



共済⾦の算定の基となる基準収穫量を設定するために

①税務申告のために記帳している法定帳簿の
『米の収穫⽇ごとの収穫量』

②白色申告の収⽀内訳書の販売⾦額、収⼊⾦額の明細等
を⽤います

白色申告の方で、ご⾃⾝で乾燥調製を⾏っている方が
全相殺方式に加⼊するには、

収穫量の記帳など帳簿の準備を進めましょう︕

収穫⽇ 収穫量
⽉/⽇ 主⾷⽤⽶ 飼料⽤⽶ ⽶粉⽤⽶

○⽉○⽇ ▲kg

○⽉●⽇ ■kg

○⽉◎⽇ ◆kg

本年産の収穫⽇・収穫量を忘れないように
記録して保管してください

詳しくは最寄りの愛知県農業共済組合事務所にお問い合わせください。

記載例

尾張支所 （０５８７）５８−５８００

半田出張所 （０５６９）２５−４４５１

⻄三河支所 （０５６６）７７−３２２０

東三河支所 （０５３１）２４−１７８９

豊川出張所 （０５３３）８４−７３００







品名
金額（円）

①
数量（kg）

②
単価（円/kg）

①/②
摘要

うるち米 4,000,000 20,000 200
飼料用米
米粉用米
合計 4,000,000 20,000 200

品名
金額（円）

①
数量（kg）

②
単価（円/kg）

①/②
摘要

うるち米 150,000 750 200
飼料用米
米粉用米
合計 150,000 750 200

品名
金額（円）

①
数量（kg）

②
単価（円/kg）

①/②
摘要

うるち米 50,000 250 200
飼料用米
米粉用米
合計 50,000 250 200

品名
金額（円）

①
数量（kg）

②
単価（円/kg）

①/②
摘要

うるち米
飼料用米
米粉用米
合計

品名
金額（円）

①
数量（kg）

②
単価（円/kg）

①/②
摘要

うるち米 140,000 600 233
飼料用米
米粉用米
合計 140,000 600 233

４．期末棚卸高

５．期首棚卸高

販売品目の品目別内訳書（例）

1.販売金額

３．廃棄又は亡失

２．事業消費（家事消費）

白色申告を利用した全相殺方式では、税務申告書類や出荷帳票を
もとに農業共済が指定する様式への記入・提出が必要です。
様式に１年間の収穫内容を記入していただくため、日ごろの帳票の
管理を欠かさないようお願いいたします。


